
何を検討すべきか
（検討テーマ）

　どのように規定するか
（検討テーマに対する個別の提案、目的・
　考え方や具体的な規定設定の方向性等）

Ｃ）市民の意見を総括的に把握
する組織体制確立

Ｃ）市民に顔を向けた職員の姿
勢

Ｃ）組織内分権の意思決定の迅
速化を図る

Ｃ）地域住民に説明責任をもつＣ）自治体運営の透明性の確保

Ｃ）議会は市民が主体となるた
めの意思決定機関であるこ
と

Ｃ）市民の代表（代理人）最高
意思決定機関

Ｃ）様々な市民の考え方に優先
順位をつける

Ｃ）「議員は偉い」を払拭でき
ないか

Ｃ）市民主権のための多様なニ
ーズを柔軟に迅速な対応が
できるよう整備（各セクシ
ョンにまたがる問題を総合
的に対応）

Ｃ）職員の数は必要最小限に

Ｃ）縦割り行政と言われないた
めの努力を

Ｃ）小地域単位の委員会、区単
位の議会を検討する

Ｃ）議員の責務、役割を明記す
る

Ｃ）議員の責務を明記し、市民
の代表者、市民全体の奉仕
者

Ｃ）市議会は市民の代表として
市民の声を聞く義務がある

Ｃ）数による民主主義から議論
を尽くした上での民主主義
を

Ｃ）わかりやすい会議、運営を

Ｃ）議員になって得することを
なくすことはできないか

Ｃ）立法機能を活かす、仕組み
を規定する

Ｃ）予め行政との調整づくめだ
けではなく、パフォーマン
スもしておもしろい議会を
演出してほしい

Ｃ）参議院のような第二議会（シ
ャドー議会も可）はつくれ
ないか

Ｃ）議員になることを個別（個
人の）利益が結びつくよう
な関係をなくす

Ｃ）議員の選出単位（区）の区
民との説明責任の明確化

Ｃ）行政の調査及び監視機能を
高める（政策水準の向上の
ため）

Ｃ）行政の効率的、民主的運営
の監視

Ｃ）個別テーマと市全体に関わ
るテーマのすみわけ

Ｃ）行政運営の円滑化

Ｃ）市民への説明責任

Ｃ）会議他、議会情報の公開制
度を

Ｃ）議員定数削減に議会が具体
的な発議

Ｃ）議員の業績を評価する制度

議員の役割責務の明記

自治体のお目付役

議会の仕組みづくり

Ｂ）「議会」と「議員」は同じか

Ｂ）招集、組織、会期、公開、
参加、調査、市民参加、会
議等の議会の運営（議会運
営条例）

Ｂ）議員が市民の声を入れて立
案する能力、意思がない

Ｂ）シンクタンク機能を高いレ
ベルで

Ｂ）議員にスタッフがいないの
で市民がなってもよいので
は

Ｂ）議員提案の拡充

Ｂ）選挙の仕組みに疑問

Ｂ）選挙の投票率を上げること
が市民参加につながる

選挙

Ｂ）地方参政権の問題

外国人市民

二院制

Ｂ）地域現場の課程から逃げな
い

Ｂ）行政の仕事が地域にどう役
立っているのかよく分から
ない

Ｂ）庁内で市民参加、協働を推
進し、ニーズを把握し、政
策に反映し、市民に責任を
を有する市長直轄の機関を
設置

Ｂ）総合行政、組織横断的行政、
柔軟構造の組織、執行体制
づくり

Ｂ）縦割りの弊害をなくしてほ
しい

Ｂ）敢えて（職員の）市民自治
意識改革の盛り込み（130
万の市民より、13,000の職
員へ）

Ｂ）役人はよく働くようになる
のか

職員のあり方

組織のあり方
縦割り→総合化・横断化

現場重視

Ａ）議員は選挙区だけでなく全
体を見る目が必要

Ａ）選挙民（市民）のレベルア
ップが必要

Ａ）議会の目的を明確にするため、
め、広く市民ニーズを把握
すること（所属政党のこと
のみ考えているのでは）

Ａ）イデオロギーより市民生活
を優先すべき

Ａ）業者と市民（地権者、利用者）
を考える

Ａ）議会は市民のお目付役

Ａ）議会は市民の信託に応える

Ａ）議員のレベルアップ

Ａ）議会事務局の強化

Ａ）現場（地域）重視でやる

議員も住民…

議員のあり方

上下感覚の払拭 市民（生活）を考える

団体意思決定機関 行政の監視機関

Ａ）請願とその対応を広報で公
開すべき

Ａ）請願の他にも窓口をつくる
べき

Ａ）全市が議員選出の範囲を考
えるべき（南、中、北の対
象があってもよい）

その１からの続き

Ａ）「議員も市民」上下のよう
な感覚的なものを払拭する
（平等感）

議員立案能力の強化

議員評価制度

議会運営の明確化

議論を尽くす

議員定数・選挙区の見直し

身近な地域に関わる委員会の創設

議会運営のルール設定

請願制度の改善

議会の情報公開

・地方議会の活性化 ・議会の運営の仕方を変える（議
会機能の強化）

・議員の定数を減らす

・市議会の位置づけを記す

・議会との関係　
（議会の果たす役割など）

・議会をいかに機能させ
るか

◇議会の果たす役割って何？

◇議会の位置づけは？

◇議会自身がよりよく機能するためには？

「◇市民意見をどのように議会に反映するの？」へ
□市民と議会の関係とは？

□議会の役割・責任とは？

職員の心構えはどうあるべきか？

【盛り込むべき内容１　編】【盛り込むべき内容１　編】－前回の意見のまとめ－　－前回の意見のまとめ－　（第４回自治基本条例検討委員会の整理）（第４回自治基本条例検討委員会の整理） ２

◇行政組織のあり方とは？

・・・議会＝議事機関？
自治体の最高意思を決定するもの？

Ａ）区民議会の創設


